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12 月 9 日に、福岡県福岡市において地

方公聴会（第 6 回）を開催しました。

意見陳述者（6 名）
　地方公務員 日下部　恭　久君

　弁護士 後　藤　好　成君

　会社員 西　座　聖　樹君

　元九州産業大学教授 林　　　　　力君

　主婦 宮　崎　優　子君

　福岡大学名誉教授・元長崎県立大学学長

　　　　　　　　　　　　　  石　村　善　治君
派遣委員（9 名）
　中山　太郎会長　　　　  仙谷　由人会長代理
　葉梨　信行君（自民）　　保岡　興治君（自民）

　大出　　彰君（民主）　　江田　康幸君（公明）

　武山百合子君（自由）　　春名　 章君（共産）

　金子　哲夫君（社民）　　井上　喜一君（保守）

現地参加議員（1 名）
　小沢　和秋君（共産）　　武山百合子君（自由）

　まず、地方公聴会の開会に当たり、派遣議員団

を代表して中山団長から、挨拶を兼ねて会議開催

の趣旨及び憲法調査会のこれまでの活動の概要に

ついて発言があった後、意見陳述者からの意見の

聴取とそれに対する質疑が行われました。

◎意見陳述者の意見の概要

　日 下 部 恭 久君

・自治体職員として薬害被害者の救済、障害者の

働く場の確保、過労死問題等に関わってきた経

験から、生存権、労働権、幸福追求権等の人権

規定を有する憲法を、暮らしの中で活かすべき

であると考える。

・朝鮮戦争の際、米軍基地付近で灯火管制を経験

し、その後、戦争放棄等を定める 9 条を学んだ

際の印象は痛烈であり、今でも 9 条の意義は宝

のように大切であると考えている。

・我が国は 9条によって孤立化しているのではなく、

先駆性、普遍性を有する 9 条を持つことにより、

世界から敬意を表されると考える。また、有事法

制は、自治体職員が住民に対して戦争への協力を

強制する道を開くものであり、反対である。

　後　藤　好　成君

・国民の「裁判を受ける権利」を実現するため、

(a)裁判官の大幅な増員により、裁判の迅速化や

十分な審理の保障を図るべきであり、また、(b)

誰もが弁護士に依頼して裁判を受けることがで

きるように、裁判費用の法律扶助制度を大幅に

拡充すべきであると考える。

・我が国が 50 数年間戦争を一度も起こさず、他

国の人を殺さなかったという厳然たる事実を踏

まえ、二度と戦争をしないことを世界に宣言す

る 9 条が 21 世紀も変わることなく平和憲法の

柱であり続けることを願いたい。

　西　座　聖　樹君

・テロや隣国の脅威が現実となっている現在、現

憲法のあやふやな解釈の下で自衛隊に国民の生

命・財産を守ることができるかは疑問であり、

憲法を改正し、自衛隊を国を守る防衛軍に改め

るべきである。

・教育改革については、思いやり、善悪を考える心、

正義感、道徳観を身につけさせることにより人間

性の基礎を確立することが必要であると考える。

そのため、それぞれの地域の歴史、文化にあった

独自の教育を行い、個性を重視する教育を行うべ

きである。また、子どもたちに愛国心や自国への

誇りを持ってもらいたいと考える。

・地方の在り方を九州について考える際には、九州

各地域を結ぶ交通網の在り方や九州全体を一体

のものとして捉える道州制の検討など、九州全体

の視点で「まちづくり」に取り組む必要がある。

　林　　　　　力君

・平和なくして人権保障はあり得ず、戦争こそが

最大の差別である。核拡散の危機、地球環境破

壊の進行等にかんがみても、憲法の意義の重大

さを確信しており、9 条改正には反対である。

・若者たちの中に自由と人権を「わがまま勝手」

とはき違える傾向があることは残念だが、安直
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な家庭の責任の追及や国からの道徳の強制等に

は賛成できない。

・現憲法下で起きた部落差別やハンセン病患者へ

の差別といった事実を踏まえ、人権保障に対す

る国や国民の不断の努力が十分ではなかったこ

とについての国民的な論議を期待したい。

　宮　崎　優　子君

・憲法調査会の中間報告書は、何が議論されてい

るのかがわかるので、是非読んでほしいが、国

民が、より理解しやすい内容とすべきではな

かったかと考える。

・地方公聴会という国民の声を直接聴く機会を活

かし、一般の人々の思いに寄り添った政治を行

うべきである。

　石　村　善　治君

・平和主義の理念を掲げる前文及び 9条は、現代にお

いてますます意義を持つものである。平和を実現す

るために、我が国は、非核三原則の遵守、非核法の

制定、アジア地域非核条約の締結等に取り組むべき

であり、前文及び 9条は改正すべきでない。

・13 条は「すべて国民は個人として尊重される」

と規定するが、個人の尊厳は基本的人権の中核

であることや、21 世紀の国際社会における憲法

の基本的人権の位置付けを明確にするために、

これを「すべて人は」と改正すべきである。

・行政のみならず、立法、司法をも含む国家行為

に対する「知る権利」を保障するために、21 条

等においてこれを明文化すべきである。

・国民主権を明確にすることにより、天皇の政治的

行為の拡大や、｢天皇｣を理由とする思想の自由、

信教の自由等の侵害を防ぐべきであり、そのため

には、第 1章を｢国民主権｣と改正すべきである。

◎派遣委員からの質疑の概要

　中　山　太　郎団長

・北朝鮮による拉致や不審船事件という国家犯罪

に対し、国民の生命及び財産を守るためには、

9 条と自衛権の問題について、どのような態度

をとるべきと考えるか。（全陳述者に対して）

　保　岡　興　治君（自民）

・我が国が平和国家として、世界のリーダーとな

るべきであると誰もが思っていることであるが、

9 条については、国民の生命及び財産を守ると

いう自衛権との関係から、どのように改正すべ

きと考えるか。（西座陳述者に対して）

・冷戦体制が崩壊した今日、我が国が責任を持っ

て国際平和を構築するためにも、PKO や PKF

に参加すべきと考えるが、いかがか。（日下部陳

述者及び後藤陳述者に対して）

・我が国は、国際秩序を維持するための国力に見

合った貢献をすべきであり、また、自国の経済

を守る必要もあると考えるが、そのためであっ

ても実力を用いるべきでないと考えるか。（宮

崎陳述者に対して）

　大　 出 　　彰君（民主）

・日米安保体制との関係においては、我が国の主

権を明確にすべきだと考えるが、いかがか。（全

陳述者に対して）

・米国は、核兵器を前提とした戦略を維持し続け

ているが、これについては、我が国が、米国に

よる広島・長崎への原爆投下は誤りであったと

いうことを訴えてこなかったことにも原因があ

ると考えるが、いかがか。（全陳述者に対して）

　江　田　康　幸君（公明）

・ハンセン病患者に対する隔離政策は、明治以来、

｢大和民族の血を守るため｣と称して行われていた

と認識している。このような政策が新憲法下にお

いても維持されたのは、ハンセン病に対する無知

と人権意識の希薄さが原因と考えるが、いかがか。

また、このような悲劇を再び繰り返さないために

は、どうすべきと考えるか。（林陳述者に対して）

・知る権利や環境権等、憲法制定時には予想され

ていなかった「新しい人権」について、基本的

人権小委員会に参考人として招致した棟居快行

成城大学教授は、論文の中で、人権侵害の態様

が新しいのであって、人権としての価値が新し

いのではないと述べているが、このような主張

に対する意見を伺いたい。（石村陳述者及び林

陳述者に対して）

　武 山 百 合 子君（自由）

・我が国には、憲法裁判所がなく、違憲審査が十

分に行われていないと考えるが、今後、我が国

は、どのように違憲審査を行っていくべきと考

えるか。（後藤陳述者及び石村陳述者に対して）

・夫婦別姓について、ご意見を伺いたい。（全陳述

者に対して）

・憲法は、制定以来 50 余年を経て、現実の社会

に合わなくなってきており、新たな理念を明記

すべきと考える。教育基本法についても、憲法

と同様に新たに加えるべき理念があるか。（林

陳述者及び石村陳述者に対して）

・地方分権については、地方主権という形で、地
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方が権限も財源も持つべきと考えるが、こうし

たことが、現在の体制でも可能と考えるか。（日

下部陳述者に対して）

　春　名　 　章君（共産）

・政府は、インド洋沖へのイージス艦の派遣を決定

したが、このような行為は、米国の武力行使と一

体化したものであり、憲法の平和主義がなし崩し

にされていると考える。このような事態をどう考

えるか。（日下部陳述者及び石村陳述者に対して）

・憲法の掲げる平和主義は、外交により平和を構築

するという能動的平和主義であると考えるが、そ

の実現のためには、どのような努力をすべきと考

えるか。（林陳述者及び後藤陳述者に対して）

・憲法が 30 条もの豊かな人権規定を有している

にもかかわらず、意見陳述の中で人権侵害の実

態が告発されたが、憲法が活かされていない現

状を克服するには、どうするべきと考えるか。

（日下部陳述者及び林陳述者に対して）

・「新しい人権」とは、我々が憲法の豊かな人権規

定の中から創り出してきたものであって、憲法

に「新しい人権」を明記したからといってそれ

が実現することにはならないと考えるが、いか

がか。（後藤陳述者に対して）

　金　子　哲　夫君（社民）

・先日、大分県日出生台演習場での米軍海兵隊に

よる実弾演習に対する反対集会に、通りかかっ

た陸上自衛隊の陸曹が詰め寄るという事件が起

きた。このような事件に接すると、自衛隊とは

軍隊そのものという危惧を抱くが、いかがか。

（石村陳述者に対して）

・国民の生命及び財産を守るため、武力の行使を

容認すべきだという意見があるが、戦争は、決

して国民の生命及び財産を守るものではなく、

むしろ戦争に際しては、軍隊よりも一般市民の

被害の方が大きい。このように守られるべき市

民が守られないことについて、どう考えるか。

（西座陳述者に対して）

・下級審においては、既に 3 回にわたり、在外被

爆者にも被爆者援護法を適用すべきとの判決が

下されていることにかんがみれば、政府は、最

高裁の判断を待たずに対処すべきと考えるが、

いかがか。（後藤陳述者に対して）

・意見陳述で語り尽くせなかった点について、お

聞かせ願いたい。（宮崎陳述者に対して）

（傍聴者の発言の概要）

　派遣委員の質疑終了後、傍聴者に対して意見を

求めました。

　多　久　善　郎君

・憲法は、前文で「平和を愛する諸国民の公正と信

義に信頼」すると謳っているが、現実の問題とし

て、北朝鮮に 25 年間も拉致されていた方がいる

ことにかんがみれば、そのような国ばかりでない

ことは明らかであり、憲法には、怒りを感じる。

我が国が国民を守ることができないのは、憲法前

文や 9条の精神が影響しているからであり、この

ような憲法は、改正すべきである。

　出 利 葉 誠 治君

・9 条の改正には反対である。9 条で自衛のため

の武力行使は認められているとする議論は、間

違っている。現在も、自衛隊がアラビア海にま

で派遣されているが、これが自衛のための行動

であると言えるのか疑問である。

・政府が、昭和 22 年に出版した『あたらしい憲

法のはなし』の中で謳った「戦争の放棄」の意

義を忘れ、自衛隊を海外へ派遣することを許す

べきではない。

　小　原　藍　子君

・9 条の改正に反対する。長崎の被爆者の体験を

聴く中で、現在の状況は、戦中戦前の状況と似

ているという発言があった。そのような現実に、

憲法を合わせるべきではない。

・国際平和とは何か、よく考えるべきである。現在

の米国の行為は、国際平和に寄与しないと考える。

12 月 12 日に、第 4 回の憲法調査会（通

算 40 回目）が開かれました。

１．仙谷由人君（民主）から、去る 9 日に行われ

た地方公聴会についての報告を聴取しました。

２．各小委員長から、小委員会における調査の経

過及びその概要の報告を聴取しました。

３．委員間の自由討議を行いました。

４．中山会長から、この一年を振り返っての挨拶

がありました。

◎小委員長報告における「今国会での調

査の総括」部分の要旨

○基本的人権の保障に関する調査小委員長

　大　 出 　　彰君（民主）

・「ゆとり教育」の導入が学力低下、学級崩壊等の
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昨今の教育現場での問題の一因となっているの

ではないかという懸念を表明する意見が多く見

受けられたが、他方で、「学力」の視点からのみ

教育問題を考えるべきではなく、「ゆとり」や｢生

きる力」の観点も重要であることを指摘する意見

もあった。その他、教育基本法の改正に関する問

題、現行の学習指導要領の是非、教育における「平

等」の意味等をはじめとして、教育に関する様々

な問題点について意見が表明された。

・今後は、このような様々な観点から、教育及び

人権保障の在り方について、さらに議論を深め

ていく必要がある。

○ 政治の基本機構のあり方に関する調査小委員長

　保　岡　興　治君（自民）

・国内外の新たな課題に国民の意思を反映しつつ

迅速・的確に対応することが必要とされる現代

社会において、議会と国民の間をつなぐパイプ

とも言うべき政党の役割がますます重要なもの

となっており、選挙公約の在り方や党内の意思

決定手続の在り方も含め、これからの政党のあ

るべき姿を深く考えてみる必要性を強く感じた。

・今後は、これまでの議論を踏まえつつ、21 世紀

の日本、そこで活躍する次世代の日本国民のた

めの憲法論議という大きな目標を見据えて、統

治機構の在り方について、議論を深める必要が

あると考えている。

○国際社会における日本のあり方に関する調査

小委員長

　中　川　昭　一君（自民）

・委員間の自由討議において、我が国の安全保障

の在り方や緊急事態への対応に関する活発な意

見の交換がなされ、大変有意義なものとなった。

このような委員間の自由な意見交換を今後も調

査会の議論において活かすことによって、より

実りある調査が可能になると考える。

・我が国の安全保障の在り方や緊急事態法制の整

備については、各会派の見解の違いが見られる

ことから、国民の生命・財産を守ることが政治

の責務であることを踏まえ、引き続き議論を深

め、党派を超えて合意形成を図る必要がある。

・今後も、これまでの議論を踏まえ、冷戦の終結、

グローバル化の進展等、急激に変化する国際情勢

に我が国が主体性を持って対処していくという観

点から、国際社会における日本の在り方について、

さらに議論を深めていくことが必要である。

○地方自治に関する調査小委員長

　西　 田 　　司君（自民）

・日本国憲法が保障する地方自治のさらなる充実

のため、現在進められている地方分権改革を一

層推進していくべきであり、その際には、現行

の地方自治に係る諸制度のあり方や基礎的自治

体の役割についての再確認が必要である。

◎自由討議における各委員からの発言の

概要（発言順）

（各会派一巡目の発言）

　杉　浦　正　健君（自民）

・新しい日本の国家像を考える際には、道州制を

視野に入れるべきである。

・道州制を考えるに当たっては、憲法学界が道州

制導入に当たり憲法改正が必要かどうかについ

て二分されていることをも踏まえ、基礎的自治

体の自立を促すための権限・財源の移譲や財政

の効率化を通じて地方分権を推進するという観

点から、検討を進めていく必要がある。

　中　川　正　春君（民主）

・冷戦が終わり米国一国が優位するという世界秩

序の中で、日本がその秩序に合わせるべきなの

か、又は国連中心主義を踏まえつつ日本の自立

を強調すべきなのかといった議論があまりにも

不足している。

・日本を取り巻く諸問題を論じる際に、憲法論議

に終始して議論が内向きとなっている。今後は、

国民的議論を喚起しつつ日本の国家としての意

思を明確に定める必要があり、その際、これを

表現する手段として憲法を位置付けた上で、憲

法論議を行うことが重要である。

・今後の憲法論議に当たっては、(a)必ずしも憲法改

正によって憲法裁判所を設立しなくても、違憲立

法審査権を積極的に行使できるよう法律で手当て

することにより憲法裁判が活性化するのではない

か、(b)国政への参加をより一層保障する観点から、

主要事項についての国民投票制度の整備が必要で

はないか、(c)コンセンサスが得られた事項につい

ては、順次、憲法改正を検討していくべきではな

いか、この三つを課題として提示したい。

　斉　藤　鉄　夫君（公明）

・公明党は、国民主権、恒久平和主義、基本的人権
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の尊重の三原則を普遍のものとして位置付ける

とともに、9 条は堅持するという立場に立ちつつ

も、時代の変化に応じて現行憲法の理念を発展さ

せるため、環境権、プライバシー権等を憲法に追

加する「加憲」の考え方を明らかにしている。

・コンセンサスが得られた事項については、順次、

憲法改正を検討していくべきではないかと考える。

・私個人としては、「人類の知への貢献」を、「加

憲」の項目の一つにすべきではないかと考える。

　武 山 百 合 子君（自由）

・札幌、福岡両地方公聴会に参加した経験から、公

聴会の在り方を検討すべきであると考える。特に、

意見陳述人について、さまざまな視点があること

を踏まえたバランスのある選定が必要である。ま

た、福岡地方公聴会においてはほとんどの陳述人

が 9 条に言及したが、果たして憲法が身近なもの

となっているかについて疑問を持った。

・自由党は新しい憲法の制定を目指しており、国

民にとって分かりやすく身近な憲法にするとい

う観点から、今後の調査会の進め方については、

条文ごとの議論を進めるべきであると考える。

　春　名　 　章君（共産）

・福岡地方公聴会では、意見陳述者全員が 9 条につ

いて触れ、イージス艦のインド洋への派遣や有事

法制への危惧が表明され、イラク問題に対しては

平和的関与をすべきであるとの意見が大勢で

あった。これは、9 条改正への反対が過半数であ

るとの最近の世論調査結果に見られる国民の意

思を反映したものであるとの感想を持った。

・また、同地方公聴会において、職場や生活の場

での憲法違反の実態がリアルに報告され、それ

に対抗するために憲法の人権規定が力となった

等の意見が述べられたことから、今後、調査会

における憲法の理念と現実との乖離についての

調査の必要性を改めて感じた。

・このような地方公聴会での論議や、90 年代の政

治改革が憲法と整合的であるかは議論があるこ

と、地方自治体が国からの統制により自治を発

揮できないこと等といった小委員会での参考人

の発言や議論を通じて、今後、調査会において

は、憲法の理念と現実との乖離を調査テーマと

して真っ先に取り上げるべきであると感じた。

　金　子　哲　夫君（社民）

・調査会は、憲法の理念が活かされているのか、

また、現実と理念との乖離があればそれはなぜ

なのか、さらに、現実を憲法の理念にどのよう

に近付けることができるかということについて、

調査をする必要がある。例えば、現在、不況に

よるリストラや倒産等により年間 3 万人の自殺

者があり、25 条に定める生存権と社会福祉等に

係る国の義務規定を活かした政治がなされてい

ないのではないか。また、失業給付金の支給期

間が終了しても仕事が見つけられない現実は、

27 条に定める勤労権が保障されているとは言

えない。さらに、ILO 勧告にもあるように、28

条に定められた争議権を公務員についても認め

ること等は当然であり、これは、確立された国

際慣行の遵守を定める 98 条 2 項からも要請さ

れるものである。

　井　上　喜　一君（保守）

・今後の調査会は、まとめの段階に入るべきであり、

その際、(a)環境権、プライバシー権等を規定すべ

きであること、(b)参議院の存在理由を明確にすべ

きであること、(c)9 条を日本の生き様に即して改

正すべきであること、(d)基礎的自治体の権限を拡

大し、都道府県の広域的統合を進めるべきである

こと等について、議論すべきである。

・その他、危機管理体制、政党の位置付け、家族

の在り方、憲法裁判所、憲法改正手続等の点に

ついて、具体的論議を進めるべきである。

（地方自治）

　伊　藤　公　介君（自民）

・21 世紀の日本の在り方を考える上で、例えば、

産業廃棄物、原子力発電、空港整備等の事項を

中央、地方のいずれが所管するかという問題も

含め、中央と地方との役割分担を再検討するこ

とが重要である。

・現在、市町村合併が推進されているが、その前

提として、各市町村における人口分布の現状、

財源問題等を勘案した上で、道州制の導入等を

も視野に入れつつ中央と地方との役割分担につ

いて議論し、その枠組みを「国のかたち」とし

て提示する必要がある。

　仙　谷　由　人君（民主）

・地方分権を推進するに当たっての今後の課題は、

課税自主権等の財源問題であると認識している。

この問題を検討するに当たっては、これが統治機

構をめぐる国家主権に係る憲法上の問題である

ことを認識した上で、議論を進める必要がある。

・地方の課税自主権を発展・拡充する上で憲法改

正は不要であるという考え方もあるが、憲法の
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規定に基づき諸法令が整備され、これにより憲

法規定が具体化されるという法体系にかんがみ

れば、地方の課税自主権等の根本事項について

は、憲法に明記すべきと考える。

　中　川　昭　一君（自民）

・連邦制は、小国家が協定に基づきより大きな国

家を形成した歴史を背景として諸外国で採用さ

れている制度である。これと異なり、道州制に

ついては、これを採用することは技術的には不

可能ではないと認識している。

・しかし、地方分権の推進を検討するに当たって

は、まず、「地方自治の本旨」という抽象的な文

言の意味内容を具体的に検討する必要がある。

この検討を行わない限り、課税自主権をはじめ

とする地方の権利・義務に関する議論は深まら

ないと考える。

　中　川　正　春君（民主）

・道州制の導入等を含む地方分権の推進に関する

議論は、国と地方の権限関係、基礎的自治体や

道州が所管する事項等を具体的に明らかにした

上で行うべきである。したがって、単に都道府

県を統合するだけの道州制の導入には、反対で

あり、まず、国の権限を限定する法律を制定す

る必要がある。

・課税自主権の問題については、諸外国の事例も

参考にしながら、そのシステムに係る具体的な

検討を行うべきである。

　杉　浦　正　健君（自民）

・民主主義や資本主義が発展した現在においても、

江戸時代には藩を中心とした統治がなされてい

たという歴史背景をも踏まえた基礎的自治体の

在り方や役割に関する議論を通じて、「国のか

たち」を考えていくべきである。

・地方の業務については地方が責任をもって自主

的に行うことができるよう、地方に十分な財源

が認められていない現状を改善すべきである。

　山　口　富　男君（共産）

・地方自治の在り方を考えるに当たっては、 (a)

現状とその問題点、(b)憲法運動等を通じて発展

し拡充されてきた憲法原則の意味内容を踏まえ、

多様な観点から議論を進める必要がある。

・「地方自治の本旨」という文言は、抽象的ではあ

るが、国と地方との役割分担、住民に密着した

自治等の方向性を示すものである。これを踏ま

えた上で、課税自主権や市町村合併に関する議

論を進める必要がある。

　金　子　哲　夫君（社民）

・「地方自治の本旨」の意味内容を考えるに当たっ

ては、まず、基礎的自治体の所管事項に係るコン

センサスを形成する必要がある。高齢化時代にお

いては福祉が基礎的自治体にとっての重要問題

になることから、市町村合併を検討する上でも、

財政や規模の観点からだけでなく、福祉業務の遂

行という観点から、議論を進めるべきである。

・民主主義の発展・拡充を図るためには、地方自

治に対する住民参加という視点にかんがみ、重

要問題に関する住民投票制度を整備し、又はよ

り実効的なものにしていく必要がある。

　中　川　昭　一君（自民）

・現行憲法は占領下において制定されたことから、

「地方自治の本旨」の意味内容に関する議論も

不十分であったため、現在、改めて、これが問

われていると考える。

・「地方自治の本旨」の意味内容を明確にする議論

を通じて地方自治の在り方や方向性を明らかに

した上で、課税自主権等の諸問題について、具

体的な検討を行うべきである。

　山　口　富　男君（共産）

・地方自治の成り立ちについては、憲法制定に先

立って地方議会議員の選挙が行われた事実を踏

まえる必要があり、憲法制定と占領との関係と

は異なる点を有している。

　中　川　昭　一君（自民）

・経緯としてはそうであろうが、実態的には、地

方自治も占領政策の一環として進められたと位

置付けるべきと考える。

　葉　梨　信　行君（自民）

・大都市と地方の格差が拡大しすぎている現状に

かんがみて、地方自治の理念という基本的な観

点の他に、地方の活力を活かし、生活を向上さ

せるという国土政策上の観点からも、道州制を

考えてみる必要がある。

　仙　谷　由　人君（民主）

・地方の財源が国により賄われることにより、中

央による地方の支配が行われてきたことに対す

る認識が必要である。地方自治とは矛盾するこ

うした実態が国と地方の財政破綻の形で現れた

のであり、地方自治についてゆっくり議論をし

ている時間はない。

・グローバル化の中で、国が資源を一元的に徴

収・配分する方法は限界に達しており、地方が

課税自主権を持って自ら財源を調達し、住民の
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福祉や生活向上に対して責任を持つことを憲法

や法律に定める必要がある。

（各会派の憲法論議に臨む態度）

　赤　松　正　雄君（公明）

・憲法調査会設置時に、公明・民主両党はともに、

憲法改正の是非についての方向性を定めずに「論

憲」の立場で臨んだ。公明党は先日の党大会で「加

憲」の立場を打ち出したが、民主党の憲法に関す

る意見の集約の現状について伺いたい。

　仙　谷　由　人君（民主）

・民主党は、去る 7 月に民主党憲法調査会の報告

書を出した。その中では、現在の中央集権的・

官僚国家的な体制を見直し、民主主義や国民主

権を実効あるものとするため、内閣と与党の一

元化や内閣のリーダーシップ強化を図る必要が

あるとしている。また、新しい人権のみならず、

憲法裁判所や人権救済機関による人権保障の担

保等についても、積極的な方向性を出している。

さらに、安全保障については、国際社会におけ

る我が国の役割と専守防衛の問題を別のものと

して整理して考える必要があるとしている。こ

れらに対応する方法としては、憲法の条項の修

正・追加や抜本的な考え方の変更に伴う規定の

新設など、種々のものが考えられる。

　中　川　正　春君（民主）

・仙谷会長代理の発言を補足すると、安全保障に

ついては、PKO や後方支援など、現実の問題に

即して、民主党としてあるべき姿を議論し、そ

の際生じる憲法問題については、改正によるも

の、解釈変更によるものなど、論点を一つ一つ

整理し、報告書を出した。

（有事法制等）

　赤　松　正　雄君（公明）

・有事関連 3 法案について、国際社会小委員会に

おいて、共産党及び社民党から明確な立場を

伺った。現在、各党の賛成を得られるように議

員修正を行うといった努力をしているが、民主

党はいかなる立場に立つのか。

（各会派の憲法論議に臨む態度）

　中　川　昭　一君（自民）

・憲法に関する基本的な立場について、いたずらに

護憲を主張するといった墨守主義的な立場に立

つべきではなく、また、多国間安全保障、米国の

一国支配、PKO 等の世界の安全保障をめぐる問

題にかんがみれば、これまでのような生じた事態

に応じたなし崩し的対応は危険であると考える。

したがって、安全保障に関しては、国家としてな

さなければならないことは何かということを明

確に示してきたドイツの例に倣い、我が国の憲法

に定めるべき事柄を議論すべきである。

（有事法制等）

　中　川　正　春君（民主）

・有事関連 3 法案について、民主党は、主に(a)冷戦

構造下での有事が想定され、テロ、破壊工作等の

危険に対応していないこと、(b)有事の際の基本的

人権の保障の中身が規定されておらず、今後、ど

のように基本的人権が確保されるかが不明であ

ることという二点から、反対の立場に立つ。

・安全保障をめぐり、今後、米国が自国を中心と

した国際秩序を形成しようとする中で、我が国

として、どのような国際秩序を形成すべきかに

ついて考えをまとめるべきである。

　赤　松　正　雄君（公明）

・民主党の指摘する問題点については、今後、大

いに議論していきたいが、合意を形成できるよ

うに、民主党内において積極的に議論を詰めて

もらいたい。

　中　山　正　暉君（自民）

・朝鮮半島情勢やイラク問題等といったように国際

情勢は急速に変化しており、こうした変化に我が

国が十分に対応できていないことに焦燥感を覚え

る。早急に、憲法にどのような条項を挿入すべき

かといった具体的な論議を開始すべきである。

（教育問題）

　山　内　惠　子君（社民）

・教育基本法の改正が論ぜられているが、学力低

下や不登校といった教育問題は、教育基本法に

問題があったから生じたのではなく、教育基本

法の理念が実践されてこなかったことにこそ問

題がある。

・福岡市内の小学校で、通知表において「国を愛

する心情」や「日本人としての自覚」が評価さ

れることに対して、在日コリアンから成る市民

団体から、福岡県弁護士会に人権救済の申立て

が出されたり、全国の小中学校に義務等をいた
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ずらに強調する「心のノート」と呼ばれる小冊

子が配られる等、個人より全体を重視した教育

が行われようとしている。こうした個人を軽視

した教育が、戦前においては全体主義を招き、

基本的人権の侵害を惹起したことにかんがみ、

教育現場の実態と基本的人権の関係について、

憲法調査会において調査すべきである。

　中　川　昭　一君（自民）

・我が国の憲法や教育を論ずるに当たり、「日本

人としての自覚」等を議論することは全く問題

がない。

　山　内　惠　子君（社民）

・多文化共生という思想から、「日本だけ」という

視点で教育を考えることこそ誤りである。21 世

紀の教育を考える上では、世界の人々とどのよ

うに連帯していくかという視点が不可欠である。

（自衛隊の憲法上の位置付け等）

　仙　谷　由　人君（民主）

・私も、平和を守らなければならず、また、基本

的人権の保障を実効的に行う必要があると考え

ている。社民党の委員に伺いたいが、憲法を守

るという場合に守るべき憲法の内容は何か。例

えば、自衛隊については、村山内閣において、

その存在が憲法上認められるとしたが、そのよ

うな自衛隊の存在を含んだものとしての憲法を

守るということか。

　山　内　惠　子君（社民）

・社民党は、武力によっては平和は実現しないと考

えており、武力によらない平和、外交による平和

の実現を目指している。自衛隊については、長い

間の憲法論議を通じてその位置付けが歪められ

てきており、軍縮こそが目指すべき方向である。

　仙　谷　由　人君（民主）

・山内委員の意見には同感であるが、今後の議論

に当たり、自衛隊の存在が憲法上認められると

いう前提に立つのか、それともその憲法上の位

置付けについては棚上げするということなのか、

改めて伺いたい。

　金　子　哲　夫君（社民）

・村山内閣において、自衛隊の存在が憲法上認め

られるとしたのは、事実である。社民党におい

ては、そのことを前提に、これからの自衛隊の

在り方について議論している。具体的には、自

衛隊の改組も検討する等、憲法の理念に近付け

る方向で努力しており、直ちに解体することは

考えていないが、将来は非軍事の国家を目指し

ている。

　山　内　惠　子君（社民）

・ユネスコ憲章の中に、「戦争は人の心の中で生

まれるものであるから、人の心の中に平和の砦

を築かなければならない」という一節がある。

このようなユネスコ憲章の精神を踏まえ、教育

というものを考えていきたい。

　中　山　正　暉君（自民）

・現在の世界の情勢は極めて緊迫したものであり、

アジアにも危険は存在し、日本も国内が戦場と

なる可能性すらある。そのようなことを踏まえ、

新しい憲法の中での安全保障の在り方を早急に

考える必要がある。

意  見  窓  口　「憲  法  の  ひ  ろ  ば｣

　平成 12 年 2 月より、憲法について広く国民の

声を聴くため、意見窓口｢憲法のひろば｣を設けて

おります。

これまでに寄せられた意見の総数及びその内訳

・受  付  意  見  総  数：１８５８件（12/12 現在）

・媒  体  別  内  訳

葉　書 1119 封　書 375
ＦＡＸ 217 E-mail 147

・分  野  別  内  訳

前 文 54 天 皇 74
戦 争 放 棄 1262 権利・義務 52
国 会 33 内 閣 31
司 法 8 財 政 10
地 方 自 治 9 改 正 規 定 13
最 高 法 規 8 そ の 他 1177

・中間報告書に関する意見：4 件

　※複数の分野にわたる意見もございますので、

分野別内訳の総数は、受付総数とは一致しま

せん。

【意見窓口『憲法のひろば』の宛先】

FAX 03－3581－5875

E-mail kenpou@shugiin.go.jp

郵　便　〒100-8960　　千代田区永田町 1－7－1

　　　　　衆議院憲法調査会「憲法のひろば」係

　いずれのご意見も、住所、氏名、年齢、職業、

電話番号を明記して下さい。


